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発災当日に

災害救援ボランティア支援センターを設置

神奈川県では、平成 23 年３月 11 日、東日本
大震災の発災当日、県内でも最大震度 6 弱の地
震の発生という事態から県災害対策本部を設置
し、かながわ県民活動サポートセンターにおいて
も、県内における災害ボランティア活動に対する
情報収集と発信を目的とした神奈川県災害救援ボ
ランティア支援センターを設置した。発災当日か
ら社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会、社会福
祉法人神奈川県共同募金会と連絡会議を開催し、
県内市町村の被害状況や災害ボランティアセン
ター設置状況の情報を収集するとともに、ホーム
ページでの情報発信を開始した。結果的に、県内
の被害は少なく県内市町村に災害救援ボランティ
アセンターが設置されることはなかったが、甚大
な被害が報じられる被災地・被災者支援のボラン
ティア活動支援業務を、県は神奈川県社会福祉協
議会、神奈川県共同募金会及び神奈川災害ボラン
ティアネットワーク（ＫＳＶＮ）等関係団体と協
力して行うこととなった。

具体的には、県は被災地支援活動に関する県民
からの多くの問い合わせに対応するため、平成
23 年３月 17 日から、ボランティア活動等に関
する情報配信を希望する県民のメールアドレス登
録を開始した。平成 24 年３月 31 日現在で、情
報提供希望者 1,672 人、49 回情報を配信した。

また、県内に設置された一時避難所に滞在する
被災者を支援するボランティアを募集するため、
県、神奈川県社会福祉協議会及びＫＳＶＮと共催

で、平成 23 年３月 25 日、26 日、27 日の 3 日間、
計６回の説明会を開催し、703 名の参加を得た。

平成 23 年３月 18 日に県が一時避難所として
開設した県立武道館に、３月 19 日から被災者を
支えるボランティア及びボランティアコーディ
ネーターを派遣した。３月19日から28日までは、
ＫＳＶＮのメンバーが中心となって活動し、３月
29 日以降は、ボランティア募集説明会に参加し
た延べ 198 人のボランティアがＫＳＶＮのコー
ディネートのもとで活動した。

ボランティアステーション事業スタート

平成 23 年４月に入り、東北自動車道の全面開
通、被災地でガソリンが安定供給され始めたこと
をきっかけに、現地で被災者支援活動を実施して
いた独立行政法人防災科学技術研究所の呼びかけ
に協力することになった。県はＫＳＶＮとともに、
岩手県沿岸地域において被災された方々の思い出
の品々の収集及び被災地の記録づくりに参加する
県民ボランティアのために、計３回ボランティア
バスを運行した。県内においては、市民からの救
援物資の窓口となった行政からの依頼に応えるか
たちで、物資仕分けのボランティアのコーディ
ネートを行った。

こうした状況の中で、平成 23 年 4 月 11 日、
ボランティア活動の支援体制を整備するため、県
災害救援ボランティア支援センター、県、神奈川
県社会福祉協議会及びＫＳＶＮの三者が協定を締
結し、かながわ東日本大震災ボランティアステー
ション事業を協働で実施することとなった。

～かながわ東日本大震災ボランティアステーション事業から考える～
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ボランティアバスの取組み

かながわ東日本大震災ボランティアステーショ
ン事業の具体的な取組みとして、県民の被災地で
の復興支援ボランティア活動を支援するため、Ｋ
ＳＶＮとともに事務局を設置し、社団法人神奈川
県バス協会等の協力を得て、岩手・宮城両県へ低
料金（当初 4,000 円、平成 23 年度末時点で 6,000
円）でボランティアバスを運行した。平成 23 年
4 月 9 日発便から平成 24 年 3 月 31 日発便まで
の実績は、岩手便はバス 102 台、2,821 人が参加、
宮城便はバス 121 台、4,097 人が参加、計 223 台、
6,918 人が参加した。

岩手県は陸前高田市、大槌町、釜石市、大船渡
市、遠野市、住田町、山田町などで、宮城県は東
松島市、石巻市、気仙沼市、亘理町、山元町、女
川町などで、思い出探し隊、家屋片付け、泥出し、
がれき撤去、ゴミ拾い、カフェ隊、イベント手伝
い、カキ・ホタテ養殖手伝い、雪かき、花植えな
どニーズに応じた活動が行われた。

かながわ金太郎ハウス

ボランティアバスの運行に加え、平成 23 年 7
月 24 日には、東日本大震災被災地復興支援に赴

く県民ボランティアを現地でサポートするため、
岩手県遠野市内に被災地活動拠点施設「かながわ
金太郎ハウス」を開設、平成 24 年 3 月 31 日ま
での間に延べ 5,622 人が利用した。男女割合は、
男性 69.2％、女性 30.8% であった。施設の概要
と利用者の年代別割合は以下の通りである。

被災地におけるボランティアの受け入れ

視点を変えて、神奈川からのボランティアを受
け入れた被災地側の状況を整理しておきたい。東
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日本大震災では、被災地の市町村単位で、社会福
祉協議会を中心に 104 の災害ボランティアセン
ター（東北 3 県：岩手県・宮城県・福島県）が
設置され、全国から駆け付けた 926,200 名のボ
ランティア（平成 23 年 3 月 11 日から平成 24
年 2 月 11 日）の受け入れ・マッチングを行った。
平成 23 年 5 月 3 日のピーク時には、岩手県・宮
城県・福島県域において、１日に約 12,000 人以
上のボランティアが活動した（以上、全国社会福
祉協議会調べ）。

発災当初、被災者がライフラインの断絶、避難
所における物資・食料の不足という過酷な環境に
置かれる中、職員も被災者であり、また拠点施設
自体が被災していた社会福祉協議会にとって、災
害ボランティアセンターの立上げ自体が困難な状
況であった。しかし、立ち入り禁止区域、ガソリ
ン不足や不通となったままの道路があり外部から
の支援が限られる中、災害ボランティアセンター
が立ち上がり、地元中心のボランティア活動、被
災者間の助け合い活動が活発に行われた。

しかし、二週間経った 3 月 24 日に、東北道が
全線開通し、一般車両の運行規制が解除されたこ
とから、被災地外からのボランティア活動への参
加意欲が高まった。一方、被災地では、被災者が
避難所から浸水した自宅に帰宅するという動きが
出てくる中、家屋の片づけや泥出しなどのニーズ
が多くなった。被災地のニーズは、避難所運営の
手伝い、家屋の片づけ・泥出し、食料・水等の物
資配達、在宅者の安否確認等と広がりつつ、時間
が経つにつれて個別のニーズが寄せられるように
なり、個々の被災状況に合わせた生活支援という
きめ細かな対応が求められるようになった。

災害ボランティアセンターは県外社会福祉協議
会の応援職員の派遣や NPO/NGO からの支援ス
タッフなど「外から来る支援者」の支援を受けな
がらボランティア受け入れ体制づくりを進めると

同時に、県外からの大量のボランティアをマッチ
ングしていくという状況が、地域ごとに違いはあ
るものの概ね半年後の 9 月まで続いた。

避難所から仮設住宅への入居が進む中、災害ボ
ランティアセンターは、名称を「復興支援セン
ター」と改称し、応急・復旧活動の支援の役割か
ら、住民主体の復興を支援団体と協働しながら支
援する役割へと、徐々に変化してきている。

災害ボランティア活動の基盤づくりのために

東日本大震災によってもたらされた教訓を、神
奈川においても、どのように地域防災力の向上に
活かしていくのかが大きな課題となる。災害ボラ
ンティア活動を支援する環境整備の視点からは大
きく３つの課題があると考える。
(1) 平時からの災害ボランティアセンターの

     運営体制づくり

まず、平時からの災害ボランティアセンターの運
営体制づくりを課題として提起したい。その基本的
な考え方として、ボランティアの主体性を最大限活
かすことが重要であるという認識に立ったうえで、
市民主体の運営体制を自治体や社会福祉協議会など
公的機関が支えていく運営体制づくりが必要である。

今回の東日本大震災の被災地では大量のがれき
片づけ作業といった応急・復旧フェーズにおいて

「外から来る支援者」の支援を受けながら災害ボ
ランティアセンターを立ち上げなければならない
という苦しい現実を経験した。

さらに、応急・復旧のフェーズが落ち着き住民
主体の「復興支援センター」のフェーズに移行し
ていく流れの中で、住民が「外からの支援者」を
活用しながらも、主体性・当事者性を持ってボラ
ンティア活動の運営を行うことの重要性を指摘す
る声が現地でよく聞かれた。
「外からの支援者」はあくまでも当事者・住民

の活動を支援するという関係性の中で、災害ボラ
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ンティアセンターの運営体制をつくる視点が重要
であることをポイントとして挙げておきたい。
(2) 災害ボランティアセンターの設置運営の

     訓練の実施

次に、災害ボランティアセンターの設置運営の訓
練の実施については、地域で行われる防災訓練の機
会などを有効活用し、まずは、地域の様々な関係者
が災害ボランティアセンターの果たすべき役割につ
いて過去の災害での実例をもとに共通理解する。次
に、ワークショップなどによる防災訓練のメニュー
づくりを通じて関係者それぞれが役割分担を認識
する。最終的にそれぞれが連携しながら災害ボラン
ティアセンターを立ち上げ、円滑かつ効率的に運営
する実践的な備えを進めていくことを課題として設
定したい。やはりここでも、こうした防災訓練に、
自治会や地域団体、消防団などが参加することで、
地域としてどのようなボランティア活動が必要とな
るのか、そして「外からの支援者」とどのようにし
てうまく付き合っていけばいいのかという視点を加
えることが重要である。
(3) 被害が甚大・広域の場合の後方支援機能の

     明確化

最後に、被害が甚大かつ広域に及ぶ場合、被災
した市町村の災害ボランティアセンターだけでは
解決できない問題に対する支援や近隣センター間
の調整等が必要になることも想定される。今回の
東日本大震災では、岩手県沿岸部の被災地域に対
する後方支援拠点を遠野市内に集約することで、
より効率的で効果的な災害ボランティア活動を展
開することができたという大きな経験があった。
後方支援拠点の有効な機能として、広域的な被災
地支援活動を行う団体のための本部拠点に必要な
スペースの提供、宿泊拠点の提供、様々な団体間
の情報共有の促進・連絡・調整を行うことができ
る場づくりが挙げられる。「災害ボランティアセ
ンターの後方支援」の社会的な役割を明確にし、

過去の災害での実例をもとに関係者が共通理解を
深め、防災訓練などを通じて実践的な備えを進め
ていくことを課題として提案したい。

市民社会全体の防災力向上に向けて

今回、縁あって東日本大震災の被災地の方々と
協働で「災害ボランティア活動のコーディネート」
を行ってきた。私たちの想いは「一人でも多くの
ボランティアの方々に参加していただき、東日本
大震災の経験を無駄にしないためにも、被災地外
の市民一人ひとりが出来る範囲で経験を共有しな
がら、それぞれがそれぞれの関わりの中で、次に
つなげていくための取組みをして欲しい」という
願いである。「共助」（と位置づけられるボランティ
ア活動）という関わり方を通じて、被災地と被災
地外の市民が交流し、応急・復旧期から復興まで
を一緒に乗り越えていくことが、市民社会全体の
防災力向上にとって重要であるということを、私
の意見として述べて、「災害とボランティア」と
題した本稿をおわりとしたい。
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